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  標準処理期間（届出）  計１７日 

標準処理期間（変更）  計 ７日 

  項番      項  目            説      明 

  
 
  １ 

 
 

事前相談 
 

記載方法、評価基準などについて事

前の御相談に応じます。 

 
【届出】                 【変更届】 

 
 
２ 

 
 

 

形式審査 

 

地域エネルギー供給計画書の記載

事項、添付書類漏れ等について審査

を行います。 
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３ 

 

審  査 

 

 

記載内容について、環境確保条例及

びエネルギー有効利用指針に適合し

たものであり、かつ正確であるかを

事業者に対してヒアリング等を行い

審査します。 

    
 
４ 

 
    

 

受  理 
届出または変更届の記載内容がエ

ネルギー有効利用指針に適合してい

ることを確認し、受付台帳に登録しま

す。 

 

 
 
 

 
 
 

 
５ 公  表 受理した届出または変更届の内容

をインターネット上で公表します。 
 

 
 備考 

・必要な添付資料が添付されない場合などは、標準処理

期間以上の期間を要します。 

・事前相談に要する期間は、標準処理期間に含みません。 
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